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１ 教育委員会 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

（設置）  

第２条  都道府県、市（特別区を含む。以下同じ。）町村及び第２３条に規定する事務の全部又は一部

を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。 

（任命）  

第４条  委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文

化（以下単に「教育」という。）に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の

同意を得て、任命する。  

２  次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。  

(１)  破産者で復権を得ない者  

(２)  禁錮以上の刑に処せられた者  

３  委員の任命については、そのうち委員の定数の２分の１以上の者が同一の政党に所属することと

なつてはならない。  

４  地方公共団体の長は、第１項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢、性別、職業等

に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者（親権を行う者及び未成年後

見人をいう。第４７条の５第２項において同じ。）である者が含まれるようにしなければならない。 

（兼職禁止）  

第６条  委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長、地方公共団体に執行機関として置かれる委

員会の委員若しくは委員又は地方公共団体の常勤の職員若しくは地方公務員法 （昭和２５年法律第

２６１号）第２８条の５第１項 に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。 

（服務等）  

第１１条  委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、

同様とする。  

２  委員又は委員であつた者が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表

する場合においては、教育委員会の許可を受けなければならない。  

３  前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除き、これを拒むことができない。  

４  委員は、非常勤とする。  

５  委員は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。  

６  委員は、その職務の遂行に当たつては、自らが当該地方公共団体の教育行政の運営について負う

重要な責任を自覚するとともに、第１条の２に規定する基本理念に則して当該地方公共団体の教育行

政の運営が行われるよう意を用いなければならない。 

（委員長）  

第１２条  教育委員会は、委員（第１６条第２項の規定により教育長に任命された委員を除く。）のう

ちから、委員長を選挙しなければならない。  

２  委員長の任期は、一年とする。ただし、再選されることができる。  

３  委員長は、教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表する。  
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４  委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ教育委員会の指定する委員が

その職務を行う。 

（会議）  

第１３条  教育委員会の会議は、委員長が招集する。  

２  教育委員会は、委員長及び在任委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることが

できない。ただし、第５項の規定による除斥のため過半数に達しないとき、又は同一の事件につき再

度招集しても、なお過半数に達しないときは、この限りでない。  

３  教育委員会の会議の議事は、第６項ただし書の発議に係るものを除き、出席委員の過半数で決し、

可否同数のときは、委員長の決するところによる。  

４  前２項の規定による会議若しくは議事又は第六項ただし書の発議に係る議事の定足数については、

委員長は、委員として計算するものとする。  

５  教育委員会の委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若

しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与すること

ができない。ただし、教育委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。  

６  教育委員会の会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、委員長又は

委員の発議により、出席委員の３分の２以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができ

る。  

７  前項ただし書の委員長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。 

（教育委員会の職務権限）  

第２３条  教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理

し、及び執行する。  

(１)  教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関（以下「学校その他の教

育機関」という。）の設置、管理及び廃止に関すること。  

(２)  学校その他の教育機関の用に供する財産（以下「教育財産」という。）の管理に関すること。  

(３)  教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。  

(４)  学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。  

(５)  学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。  

(６)  教科書その他の教材の取扱いに関すること。  

(７)  校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。  

(８)  校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。  

(９)  校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関

すること。  

(10)  学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。  

(11)  学校給食に関すること。  

(12)  青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。  

(13)  スポーツに関すること。  

(14)  文化財の保護に関すること。  

(15)  ユネスコ活動に関すること。  

(16)  教育に関する法人に関すること。  
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(17)  教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。  

(18)  所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。  

(19)  前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関するこ

と。 

（教育機関の設置）  

第３０条  地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館その他の教

育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究又は教育関係職員の研修、

保健若しくは福利厚生に関する施設その他の必要な教育機関を設置することができる。 

 

地方自治法（抜粋） 

第１８０の５  執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない

委員会及び委員は、左の通りである。  

(１) 教育委員会  

(２) ～(４) 略 

２ ～５ 略 

６  普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負

をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人（当該普通地方公共団体が出資している

法人で政令で定めるものを除く。）の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれら

に準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。  

７  法律に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の委員会の委員又は委員が前項の規

定に該当するときは、その職を失う。その同項の規定に該当するかどうかは、その選任権者がこれを

決定しなければならない。  

８  略 
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２ 監査委員 

 

地方自治法（抜粋） 

第１８０条の５  執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならな

い委員会及び委員は、左の通りである。  

（１）～（３）  略  

（４）  監査委員 

２ ～５ 略 

６  普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負

をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人（当該普通地方公共団体が出資している

法人で政令で定めるものを除く。）の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれら

に準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。  

７  法律に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の委員会の委員又は委員が前項の規

定に該当するときは、その職を失う。その同項の規定に該当するかどうかは、その選任権者がこれを

決定しなければならない。  

８  略 

 

第１９５条  普通地方公共団体に監査委員を置く。  

２  監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては４人とし、その他の市及び町村にあ

つては２人とする。 ただし、条例でその定数を増加することができる。 

第１９６条  監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公

共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者（以下この款におい

て「識見を有する者」という。）及び議員のうちから、これを選任する。この場合において、議員の

うちから選任する監査委員の数は、都道府県及び前条第２項の政令で定める市にあつては２人又は１

人、その他の市及び町村にあつては１人とするものとする。  

２  識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が２人以上である普通地方公共団体にあつて

は、少なくともその数から１を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるもの

でなかつた者でなければならない。  

３  監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。  

４  識見を有する者のうちから選任される監査委員は、これを常勤とすることができる。  

５  都道府県及び政令で定める市にあつては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち

少なくとも１人以上は、常勤としなければならない。 

第１９８条の２  普通地方公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の

関係にある者は、監査委員となることができない。  

２  監査委員は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。 

第１９８条の２  監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、常に公正不偏の態度を保持して、

監査をしなければならない。  

２  監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 
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第１９９条の２  監査委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身

上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件について

は、監査することができない。 


